
公   告 

 

次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則（昭和 39 年広島県規則第

32号）第 16条の規定により公告する。 

令和８年２月４日 

広島県東部こども家庭センター所長 前原 一教 

１ 調達内容 

 (1)  業務名 

   広島県東部こども家庭センター一時保護所給食業務 

 (2)  業務の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 (3)  履行期間 

   令和８年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

   （地方自治法〔昭和 22年法律第 67号〕第 234条の３の規定に基づく長期継続契約） 

(4)  履行場所 

福山市瀬戸町山北 291-1 

   広島県東部こども家庭センター 

 (5)  入札方法 

   地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167条の 10の２に規定

する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。 

 (6)  入札書の記載方法等 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を

加算した金額（10パーセントを加算した結果１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

るものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110分の 100に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 

２ 技術評価等資料  

 (1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。 

評価項目 内       容 

基本理念・ 

運営方針 
運営方針 

・受託を希望する理由、運営方針 

・発注者との連携協力体制方針 

実施体制 

経営状況 

・安定的・継続的に業務執行が可能な経営状況 

 （国税及び県税の納税証明書、直近２期の貸借対照表及び損益 

計算書） 

体制 

・業務に携わる人員配置、体制 

 （有資格者については、それを明記） 

・緊急時（食中毒及び災害発生時等）の発注者との連携、対応手順 

・地元企業との取引状況 

 （取引実績及び取引が見込まれる地元企業の会社概要等） 



 

専門性、能力 

・過去５年間の同種業務の受注実績（発注者・提供食数を明記） 

・衛生管理体制（マニュアル・基準、考え方） 

・給食材料の調達、献立に関する考え方 

（４月・５月の献立表を提出） 

・お楽しみメニューの提供方法 

・一時保護児童の給食に対する意見聴取方法、献立反映の考え方 

・調理方法、味付けについての考え方（マニュアル・基準） 

・円滑な給食提供についての考え方（食数変更等） 

拠点・設備 広島県内の本社、支社、営業所等の所在地 

教育・研修 
業務に関する研修（一時保護児童への理解を深める研修を含む）の

実施（内容・実施回数等） 

社会的責任等 

障害者雇用へ

の取組 

障害者雇用の状況 

（障害者雇用状況報告書の写し、障害者雇用納付金納付の写し（雇

用率未達成の場合）添付） 

仕事と家庭の

両立支援への

取組 

「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録」や、内部規定の作成等、

仕事と家庭の両立支援への取組状況 

（登録証の写し（登録者のみ）、内部規定の写しを添付） 

法令遵守 

社会保険等へ

の加入 

業務従事予定者の社会保険等への加入状況又は加入方針 

（確認できる書類の写し又は加入方針説明書（誓約を明記）を添付） 

賃金水準 
業務従事予定者の賃金水準又は賃金予定額 

（確認できる書類の写し又は予定賃金額（誓約を明記）を添付） 

 (2) 技術評価等資料の提出方法等 

ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。 

イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、又は、提出された技術評価等資料に必要

事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなさ

れている場合は、入札を無効とする。 

ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により

記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は０点とする。 

 

３ 総合評価に関する事項 

各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。 

項目 評価項目 評価基準 配点 

技術評価 

基本理念及び

運営方針 

【運営方針】 

○一時保護所給食業務委

託業者としての適性 

・当センター業務への理解度、一

時保護児童に対する給食提供の姿

勢に応じて評価 

8.0 

実施体制 

【経営状況】 

○安定的・継続的に業務執

行が可能な経営状況につ

いての評価 

・経営破綻等により業務の不履行

が生じないか、国税及び県税の納

税証明書、直近２期の決算状況に

より評価 

6.0 



【体制】 

○実施体制の妥当性 

・人員配置計画、配置予定者の資

格、欠員補充や代替体制に応じて

評価 

6.0 

○食中毒等緊急時の対応

についての評価 

・食中毒発生時の対処、災害発生

時の対処のマニュアルに応じて評

価 

5.0 

○地元企業との取引状況 
・給食業務を行うにあたり、地元

企業との取引状況に応じて評価 
5.0 

【専門性、能力】 

○過去５年間の同種業務

の受注実績の評価 

・広島県内での受注実績に応じて

評価 
5.0 

○衛生管理体制 

・給食材料、施設、調理従事者等の

衛生管理に関するマニュアル、基

準に応じて評価 

6.0 

○給食材料の調達、魅力あ

る充実した献立の作成 

・地産地消の推進、使用食材の安

全性、子どもの意見を取り入れた

献立など献立作成の考え方、４月

及び５月の献立表の内容により評

価 

6.0 

○調理方法、味付けの均一

性 

・調理方法や味付けについてのマ

ニュアル、基準に応じて評価 
5.0 

○円滑な給食提供 

・予定数確定後の変更対応、アレ

ルギー対応、宗教上の食事の制約

への対応及び病児食の対応に応じ

て評価 

8.0 

【拠点・設備】 

○本社・支社等の所在地に

よる評価 

・県内に本社、支社、営業所 3.0 

【教育・研修】 

○業務に関する技術向上

研修（一時保護児童への理

解を深める研修を含む）の

実施の有無 

・従事者に対する教育・研修の実

施方法、年間スケジュールに応じ

て評価 

5.0 

政策評価 社会的責任等 

障害者雇用への取組の評

価 
・障害者雇用の状況に応じて評価 3.0 

○仕事と家庭の両立支援

への取組の評価 

・「広島県仕事と家庭の両立支援

企業登録」の有無、内部規定の作成

状況に応じて評価 

3.0 



法令遵守 

○業務従事予定者の社会

保険等の加入状況【必須】 

・加入状況に応じて評価 

（法的義務がある者で未加入者が

いる場合は失格） 

3.0 

○業務従事予定者の賃金

水準【必須】 

・広島県最低金と業務従事予定者

の賃金水準との比較により評価 

（最低賃金未満の者がいる場合は

失格） 

3.0 

合     計 80.0 

価格評価の配分点 20.0 

技術評価の配分点 68.0 

政策評価の配分点 12.0 

価格評価点 価格評価の配分点×（１－（入札価格）/（予定価格）） 20.0 

技術評価点 技術評価の配分点×（技術評価の得点合計）/（技術評価の配点合計） 68.0 

政策評価点 政策評価の配分点×（政策評価の得点合計）/（政策評価の配点合計） 12.0 

評価値 技術評価点＋政策評価点＋価格評価点 100.0 

   ※1 端数処理については、小数点以下第２位切り捨てとする。 
※2 必須項目として設定した評価項目については、要件を満たさない場合は失格とする。 
※3 技術評価点に係る要求水準は 34点以上とし、これを満たさない者は落札者としない。 

 

４ 入札参加資格 

 (1)  施行令第 167条の４の規定のいずれにも該当しない者であること。 

 (2)  令和６年広島県告示第 607号（令和７年から令和９年までの間において県が行う物品及び役務を

調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等）によって「59Ａ給食（デリバリーを除く。）」

の資格を認定されている者であること。 

 (3)  本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていな

い者であること。 

(4)  本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要

領第 11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 

(5) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。 

 

５ 入札手続等 

 (1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法 

  ア 交付場所 

 〒720-0838 福山市瀬戸町山北 291-1 

広島県東部こども家庭センター総務課 

電話（084）951-2340 

イ 交付期間 

令和８年２月４日（水）から令和８年２月 17日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に

関する法律〔昭和 23年法律第 178号〕に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時までの

間、随時交付する。 



  ウ 入手方法 

    上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請

求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の

封筒及び切手を同封すること。 

 (2) 入札参加資格の確認 

  ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認

申請書及び誓約書のほか必要な添付書類（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）を提出し、

入札参加資格の確認を受けなければならない。 

    確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 

  イ 提出先 

    上記(1)アの場所 

  ウ 提出期限 

令和８年２月 17日（火） 午後５時 

  エ 提出方法 

    持参、郵便等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第 99

号〕第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者

の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。）

又は電子メールによる。ただし、郵便等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着

することとする。 

  オ 入札参加資格の確認結果の通知 

    令和８年２月 20日（金）までに通知する。 

(3)  入札及び開札の日時及び場所並びに入札書及び技術評価等資料の提出方法 

 ア 日時 

   令和８年３月９日（月） 午前 11時 

 イ 場所 

   福山市瀬戸町山北 291-1 

   広島県東部こども家庭センター多目的ホール 

 ウ 入札書及び技術評価等資料の提出方法 

   持参による。電子メール、郵便等による入札は認めない。また、提出する技術評価等資料は、上

記アの日時に同イの場所において、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開

札日を記載した封筒に封入して正本１部と副本７部を提出すること。 

 

６ 落札者の決定方法 

 (1) 入札価格が広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、

評価値の最も高い者を落札者とする。 

 (2) 落札となるべき評価値の最も高い者が２人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。

技術評価点の最も高い者が２名以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が

最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第 167条の９の規定により、当

該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者（開札に立ち会

っていない者を含む。）があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引か

せるものとする。 



７ その他 

 (1)  契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2)  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    免除 

  イ 契約保証金 

    (ｱ) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月１日以降に解除され、その後、当該契

約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に

履行した実績がない者（ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「59Ａ給食（デリバリー

を除く。）」の資格に限る。） 

     契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納

付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする

履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 

    (ｲ) 上記(ｱ)以外の者 

     免除 

 (3)  入札者に求められる義務 

   入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。 

 (4)  入札の無効 

   本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入

札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当す

る入札は、無効とする。 

(5) この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和８年度歳入歳出予算が成立し

たときをもって効力を生じるものとする。 

また、令和９年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの

契約を解除することができるものとする。 

(6)  契約書作成の要否 

   要 

 (7) 手続における交渉の有無 

   無 

 (8)  その他 

   入札説明書による。 

 

８ 問合せ先 

〒720-0838 福山市瀬戸町山北 291-1 

広島県東部こども家庭センター総務課 

電話（084）951-2340  ファクシミリ（084）951-2379 

    メールアドレス fkksoumu@pref.hiroshima.lg.jp 


